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・令和８年度定時社員総会の開催について 

・就業報告書提出締切日と配分金振込日の

お知らせ 

・健康相談のお知らせ 

・Smile to Smile の登録について 

・研修・講習会のお知らせ 

・会員ポイント制度について 

・熱中症の対策について 

・自転車を安全・安心に利用するために（新

制度） 

・会員のハラスメント防止に関する基本方

針
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北区シルバー 

 

来場記念品として北区の名品、

「滝野川/小川海苔店焼海苔」

（１個）をご用意しております。 
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令和８年度定時社員総会の開催について（お知らせ） 

 

令和８年度定時社員総会 

６月 1７日（水）１４時から 

赤羽会館講堂にて開催いたします。 

受付時間   １２時３０分から 

アトラクション  １３時から 

 

 定時社員総会では、決算等の承認をいただきます。併せて、午後１時から、アトラクション

として舞台芸や漫才などをお楽しみいただきます。また、２時からは、来賓あいさつ、表彰式

などのセレモニーが開催されます。ぜひご参加ください。 

開催通知等は、５月下旬～６月上旬に郵送でお届けいたします。 

出欠届等を同封の返信用封筒にてセンターにご返送ください。 

 

【お願い】総会記念品の引き換え方法について 

総会参加の場合 

令和８年度総会資料に同封された「定時社員総会記念品

引換券」に会員番号とお名前を記載し、当日受付でお受け

取りください。 

総会欠席の場合 

   北区シルバー人材センター事務局で交換いたします。 

※引き換えには、「定時社員総会記念品引換券」を必ず、お持

ちください。 

※引き換え期間：令和８年６月２２日（月）〜７月 17 日（金） 

皆さまのご来場をお待ちしております 

https://webc.sjc.ne.jp/kitaku/index
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就業報告書提出締切日と配分金振込日のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

いつも就業ありがとうございます。 

締切日（翌月の 3 営業日）までに、就業報告書をご提出ください。出し忘れのないようにお願い

いたします。 

5 月の就業報告書は、6 月３日（水）までとなっております。 

 

 

健康相談のお知らせ  ～心と体を楽にしましょう～  

会員の皆様が元気に就業できるよう不安や悩みについて、  

専門スタッフが相談をお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

（健康管理・日常生活における悩みなど） 

   また、就業中や就業途中で事故やケガをした方は、健康相談を 

積極的にご活用ください。 

       

日程：毎月月初【6/1（月）・7/1（水）】 

時間：10 時～12 時 

場所：シルバー人材センター相談室  

相談時間２０分程度 

電話での予約は行いません。 

最終受付は、１１時４０分になります。 

            （※中止する場合もあります） 

 

Smile to Smile の登録について  

Smile to Smile は「就業情報」や「配分金明細」「センター

からのお知らせ」等を簡単に確認できるサービスです。 

登録方法がわからない、登録したがログインできないなど、

お困りごとがありましたらお気軽に事務局にご相談ください。 

 

 

   

 

 就業報告書提出締切日 配分金振込日 

5 月分 6 月 3 日（水） 6 月 25 日（木） 

6 月分 7 月 3 日（金） 7 月 24 日（金） 

7 月分 8 月 5 日（水） 8 月 25 日（火） 

初 回 ロ グ イ ン 

https://www.s22s.jp    

 

 

https://www.s22s.jp/
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◆申込先：スマイルサポート担当：大槻・鱒澤・久山 

TEL:03-3908-8400 

ホームページ： https://webc.sjc.ne.jp/kitaku/index 
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シルバー会員の方が就業するために必要な知識・技術を習得していただくための研修・講習会を

開催しておりますので、ぜひご参加ください。 

★第 1 回 接遇・マナー研修会  

シルバー人材センターに精通された講師をお呼びし、当センターのみならず他センターでの出来

事も研修内容に取り込まれております。 

「お話し好きなお客様で仕事がはかどらない…」 

こんな時のお客様への上手な伝え方を学びませんか？ 

（スマイルサポート登録会員：年 1 回 必須研修） 

 

・日 時：令和 8 年 6 月９日（火）午前１０時～１２時 

・会 場：北とぴあ８階 807 会議室 

・申 込：電話、ホームページまたは、窓口で直接お申込みください 

・講 師：渡辺 久美子氏 

・対 象：シルバー全会員 

・定 員：１５名（先着順） 

・申込締切：6 月 5 日（金） 

 

 

 

                                                                  

 

今年度も、児童交通指導員と、児童館パトロールの就業会員を対象に、合同安全研修会を開催 

いたします。 

赤羽警察署の安全講習会は、就業時の注意点を認識する事により、児童の安全確保をより確実 

にする事を目的としております。 

又、今年度は、道路交通法改正による自転車走行の注意点を中心に講習会を行っていただく予定です。 

就業会員の方には、後日個別にご案内を送付致します。皆様是非ご参加下さい。 

 

日 時  2026 年 8 月 20 日（木） 

時 間  14 時開始 

場 所  北とぴあ 2 階 つつじホール 

 

※ 会場は今回 北とぴあ 2 階 つつじホール となりました。 

お間違えのないようにお越し下さい。 

 

 

 

研修・講習会 

TEL:03-3908-8400
https://webc.sjc.ne.jp/kitaku/index
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北区シルバー人材センター会員ポイント制度の開始について（令和８年７月～） 

 

１．ポイント制度とは  

会員の皆さんがセンターを通じ就業することや積極的に行事、地域班活動などへ参加していただきセンターの

組織活動に対する参画意識及び会員サービスの向上を目的としています。 

対象の活動等に参加した場合、ポイントを付与し 2,000 ポイントまで貯まったら翌年度会費に充当する制度で

す。 

 

２．ポイント対象と付与するポイント数  

区分 付与条件 申請方法等 ポイント数 

行事等 
就業した人 不要 (就業実績を基に付与) ２０/月 

センターが主催する研修・講習等へ参加 必要 (参加当日に会員証を持参) １００/回 

役員等 
理事・監事就任・在任 不要 (毎年 7月を基準に付与) １００/年度 

地域班長就任・在任（※１） 不要 (毎年 4月を基準に付与) １００/年度 

会員 

紹介等 

会員の紹介 必要 (会員紹介カードを提出) １００/人 

「Smile to Smile」に新規登録する（※2） 不要 ３００ 

※1 年度の途中で就任した場合は就任した月に付与 

※2 すでに Smile to Smile に登録している方についても付与対象とする 

 

３．ポイントの有効期間            

 ポイントの加算は令和 8 年 4 月分から遡及して通算する。有効期限は以下のとおりとする。 

 （1） 有効期限はセンターに入会してから退会までとする。 

 （2） 退会時に残っているポイントは失効する。 

 （3） 再入会の場合、前回のポイント履歴は持ち込めない。 

 

４．ポイントの還元方法  

(1)   １ポイント 1 円で計算し、2,000 ポイント貯まったら次年度の年会費に充当します。  

(2)   ポイント管理は事務局でおこないます。ポイントカード等の発行はありません。  

(3)   ポイント数については Smile to Smile 内のデジタル会員証をご確認ください。 

 

5．その他 

(1)   ポイントの現金への交換はいたしません。 

(2)   翌年度会費以外の還元はございません。  

(3)   会員間でのポイントの譲渡はできません。  

(4)   ポイント制度の仕組み、ポイント対象の行事、手続方法などは随時見直しを行うこととしています。  
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熱中症の対策について 
  熱中症警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し熱中症

への警戒を呼びかけるものです。令和６年度より、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別

警戒アラートが新たに創設されました。熱中症に関する情報は、ニュースや天気予報、環境省

サイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。熱中症について正しい知識を身

につけ、体調の変化に気をつけるとともに、健康被害を防ぎましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北 SC 通信  2026 年 5 月 26 日 

6 

 

自転車を安全・安心に利用するために（新制度） 
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会員のハラスメント防止に関する基本方針について 

職場におけるパワーハラスメント防止対策を事業主に義務付ける「労働施策総合推進法」の改正等を踏ま

えて、会員に対するハラスメント防止に関する基本方針を制定いたしました。 

「会員間のパワーハラスメント等のハラスメント行為は犯罪にあたる可能性があり、互いを業務遂行上の 

対等なパ－トナーとして認め、互いに尊重し協力し合いながら就業できるように努めましょう！」 

公益社団法人北区シルバー人材センター会員の 

ハラスメント防止に関する基本方針 

 

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等のハラスメント行為は、個人の尊厳を傷つける社会

的に許されない行為であり、そういった行為は就業現場等の秩序を乱すばかりでなく、北区シルバー人

材センター（以下「センター」という。）の健全な運営や適正な経営に重大な影響を与えかねない問題で

す。いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙殺されたり見過ごされたりすることがあっては

なりません。 

センターは、全ての人権が尊重され、互いの信頼の元にその能力が十分に発揮できる就業環境の実現

を目指し、以下に掲げる取り組みを徹底します。 

 

１ センター会員の責務 

センターの全ての会員は、他の会員を業務遂行上の対等なパ－トナーとして認め、健全な秩序並び

に協力関係を保持する義務を負うものとともに、その言動に注意を払い、次項に示すハラスメント行

為を行ってはならない。また、就業先等で関わる発注者やセンター職員等の会員以外の者に対しても

これに類する行為を行ってはならない。 

２ センターは、下記のハラスメント行為を容認しません。 

 （１）パワーハラスメントに類する行為 

 （２）セクシャルハラスメントに類する行為 

 （３）妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント行為 

 （４）カスタマーハラスメントに類する行為 

 （５）その他、職務等に関連しない「いじめ、嫌がらせ」、「強要」、「個人の尊厳を傷つける言動」によ

り人間関係や就業現場等の環境に悪影響を及ぼすなどのハラスメント行為 

３ ハラスメント行為防止のため、当該基本方針を周知し、会員一人ひとりがハラスメント防止につい

て、理解するための周知等の啓発を行います。 

４ ハラスメントに関する相談窓口を設置し、苦情・相談の申し出があった場合は、迅速かつ適正に対

応します。【相談窓口：事務局】 

５ 苦情・相談に関与したものに対し、以下の対応を徹底します。 

 （１）プライバシーや人権の尊重 

 （２）問題処理に必要な場合を除き、知り得た相談内容等の秘密の保持 

 （３）事実確認への協力に応じたこと等を理由とする不利益扱いの禁止 

６ ハラスメント行為を行ったものには、厳正に対処します。また、被害者に対し、就業環境の改善に

向けて必要な措置を講じるとともに、再発防止に努めます。 

７ ハラスメント防止対策について、定期的に見直しを行い、継続的改善に取り組みます。 

令和８年４月１日 

公益社団法人北区シルバー人材センター 

 


